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大津市通学区域審議会規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第15号 

   大津市通学区域審議会規則の一部を改正する規則 

 大津市通学区域審議会規則（平成25年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「５人」を「４人」に改め、同項第２号中「１人」を「２人」に改め、同条第２項中

「１年」を「２年」に改める。 

 第７条中「教育委員会事務局教育総務課」を「教育委員会事務局学校教育課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第16号 

   大津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

大津市教育委員会公印規則（平成10年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 
             「                    

別表第１教育委員会印の表中 
委員会名をもって発す

る一般文書用 

教育総務課長 
を 

                                   」 
「 

委員会名をもって発す

る一般文書用 

教育総務課長 
に改め、別表第１職印の表滋賀県大津市教育委員会委員長之印 

人事課長 

                        」 

教 育 委 員 会 規 則 

 

市 章 
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                                 「       「 

の項を削り、別表第１職印の表滋賀県大津市教育委員会教育長之印の項中 

２ 

を 

１ 

に、 

３ ２ 

                                     」       」 
「                      「 

教育長名をもって発す

る文書用 

教育総務課長 
を 

教育長名をもって発す

る文書用 

教育総務課長 
に改め、別表 

人事課長 

」                      」 

第１職印の表滋賀県大津市教育委員会教育長職務代理者之印の項中「４」を「３」に改め、別表第１職印の表大

津市生涯学習センター所長之印の項中「５」を「４」に改め、別表第１職印の表大津市立図書館長之印の項中

「６」を「５」に改め、別表第１職印の表大津市歴史博物館長之印の項中「７の１」を「６」に、「７の２」を

「７」に改め、別表第１職印の表大津市立坂本公民館分館長之印の項を次のように改める。 

 別表第２職印の項第１号を次のように改める。 

 ⑴ 

削除 

別表第２職印の項第55号を次のように改める。 

(５５) 

削除 

附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第17号 

   大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和32年教育委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の」を削り、「旧法」を「法」に、

「第26条第１項」を「第25条第１項」に改める。 

 第２条第１号中「旧法第26条第２項各号」を「法第25条第２項各号」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち必要と認めるものについて、適宜委員会の会議において

その管理及び執行の状況を報告しなければならない。 

 第３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 第４条中「第２条各号」を「第２条第１項各号」に、「委員会が」を「委員会の」に、「会議において委員会

に」を「委員会の会議において」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第18号 

   大津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

大津市教育委員会行政組織規則（平成23年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第３号中「教職員係 保健体育係」を「保健体育係」に改め、同項第４号及び第５号を次のよう

削除 56 55 削除 削除 削除 削除 
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に改める。 

⑷ 学校給食課 スクールランチ・給食管理係 給食費収納係 

⑸ 生涯学習課 人権生涯学習係 公民館・社会教育係 

第３条第２項中「学校給食課」を「事務局」に改め、「として」の次に「教職員室及び」を加える。 

第４条第１項の表教育総務課企画総務係の項第15号を次のように改める。 

⒂ 学校（幼稚園を除く。以下この表において同じ。）の規模等の適正化に関すること。 

第４条第１項の表教育総務課施設係の項第１号中「（市立の幼稚園を除く。以下この表において同じ。）」を

削り、同係の項第２号中「市立の幼稚園」を「幼稚園の施設」に改め、同係の項に次の１号を加える。 

⑻ 学校の規模等の適正化に関すること。 

第４条第１項の表児童生徒支援課の項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を

加える。 

⑷ 大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会に関すること。 

第４条第１項の表学校教育課指導係の項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、

第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 通学区域審議会に関すること。 

第４条第１項の表学校教育課教職員係の項を削り、同表学校給食課の項及び生涯学習課の項を次のように改め

る。 

学校給食課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス ク ー ル ラ ン

チ・給食管理係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 調理員の研修に関すること。 

⑵ 学校給食の献立の作成に関すること。 

⑶ 学校給食の調理及び栄養指導に関すること。 

⑷ 学校給食物資の購入及び副食物の配送計画に関すること。 

⑸ 学校給食の巡回指導に関すること。 

⑹ 学校給食に係る調査及び統計に関すること。 

⑺ 市立中学校（志賀中学校及び葛川中学校を除く。以下同じ。）

における学校給食の実施に係る総合企画に関すること。 

⑻ 市立中学校における昼食の提供に関すること。 

⑼ 学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。 

⑽ 学校給食共同調理場の維持管理及び修繕に関すること。 

⑾ 課及び学校給食共同調理場の一般庶務に関すること。 

給食費収納係 ⑴ 学校給食費の徴収に関すること。 

生涯学習課 

 

人権生涯学習係 

 

⑴ 生涯学習に係る総合企画及び総合調整に関すること。 

⑵ 社会教育委員に関すること。 

⑶ 社会教育施設の設置及び管理に関すること。 

⑷ 生涯学習センター、北部地域文化センター、和邇文化センタ

ー、科学館及び図書館との連絡調整に関すること。 

⑸ 人権学習の推進に関すること。 

⑹ 課の一般庶務に関すること。 

公民館・社会教

育係 

 

 

⑴ 社会教育及び家庭教育の推進に関すること。 

⑵ 社会教育関係団体等の育成等に関すること。 

⑶ 青少年及び成人の学習活動の促進並びに指導者の育成に関する

こと。 

⑷ 子ども読書活動の推進に関すること。 

⑸ 公民館の企画、施設整備等に関すること。 

⑹ 公民館運営審議会に関すること。 

⑺ 公民館との連絡調整に関すること。 

⑻ 公民館の一般庶務に関すること。 

⑼ 大津公民館の指定管理者による管理に関すること。 

第４条第２項の表中学校給食準備室の項の前に次のように加える。 

教職員室 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 県費負担教職員の任免及び進退の内申に関すること。 

⑵ 県費負担教職員の福利厚生に関すること。 

⑶ 県費負担教職員の服務の監督及び研修に関すること。 

⑷ 学校の管理運営及び組織編成に関すること。 

⑸ 県費負担教職員に係る職員団体に関すること。 

⑹ 大津市立小中学校教員不祥事防止対策検討委員会に関するこ

と。 

⑺ 私用車による学校への通勤の在り方の検討に関すること。 

⑻ 室の一般庶務に関すること。 
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第４条第２項の表中学校給食準備室の項に次の１号を加える。 

⑶ 室の一般庶務に関すること。 

第６条第１項の表公民館の項第７号を削る。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において生涯学習課社会教育係長事務取扱を命ぜら

れていた者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって生涯学習課公民館・社会教育係長事務取扱を命

ぜられたものとみなす。 

３ 施行日の前日において生涯学習課企画公民館係長事務取扱を命ぜられていた者は、別に辞令を発せられない

限り、施行日をもって生涯学習課企画公民館係長事務取扱を免ぜられたものとみなす。 

 （大津市立小中学校教員不祥事防止対策検討委員会規則の一部改正） 

４ 大津市立小中学校教員不祥事防止対策検討委員会規則（平成27年教育委員会規則第16号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事務局教職員室」に改める。 

 

 

大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の施行に関する教育委員会規則の一部を改正する規則を

公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第19号 

   大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の施行に関する教育委員会規則の一部を改正 

する規則 

大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の施行に関する教育委員会規則（平成24年教育委員会規

則第13号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「学校安全政策監」を「教育監」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第20号 

大津市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則（昭和62年教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「    

 学校安全政策監  学校の安全確保に関する専門的な知識を必要とする

事務の遂行及び学校教育に関する事務事業の調整に

当たるとともに、担当職員があるときは、これを指

揮監督する。 

を 

    」  

「    

 教育監  学校教育に関する専門的な知識を必要とする事務の

遂行に当たるとともに、担当職員があるときは、こ 

れを指揮監督する。 
に、 

    」  
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「            「 

主査 
 を 

主査 
 に改める。 

主任指導主事 

            」             」 

第３条第３項の表中 

「    

 生涯学習センター次長 女性会館のそれぞれ相当する職 
を 

生涯学習センター参事 

    」  

「    

 生涯学習センター次長 女性会館次長 
に 

    」  

改め、同条第４項の表生涯学習センター参事の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育公務員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年３月31日 

   大津市教育委員会 

                         委員長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第21号 

大津市教育公務員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

大津市教育公務員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和61年教育委員会規則第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１第２項の表４級の項中「所長」を「教育監、所長」に改め、別表第１第２項の表３級の項中「副参

事」を「室次長、副参事」に改め、別表第１第２項の表２級の項中「主査」の次に「、主任指導主事」を加える。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

大津市教育委員会訓令第２号 

大津市教育委員会事務決裁規程（平成６年教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年３月31日 

                                 大津市教育委員会 

委員長  桶  谷    守 

 第２条第11号中「及び生涯学習センター次長」を「、生涯学習センター次長及び和邇文化センター次長」に改

め、同条第12号中「所長（」の次に「教育委員会の指定する」を加える。 

 第５条の２第２項を次のように改める。 

２ 教育監は、教育次長の命を受け、学校教育に関する専門的な知識を必要とする事務の遂行に当たるとともに、

担当職員があるときはこれを指揮監督する。この場合において、教育監は、教育次長が定めるものについては、

次長と同等の職務権限を行使するものとする。 

 第９条第２項中「又は主査」を「、主査又は主任指導主事」に、「及び主査」を「、主査及び主任指導主事」

に改める。 

 別表第１号の表１の部１の項第８号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会訓令第３号 

教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員が補助執行する場合の事務決裁規程（平成26年教

教 育 委 員 会 訓 令 
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育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年３月31日 

                                 大津市教育委員会 

委員長  桶  谷    守 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

組織名 事務の種類 項  目 決裁権者 合議先 市長部局

の協議先 

教育長 部長 次長 課長 

課長 

補佐 

係長 

グループリーダ

ー 

人事課 １ 幼稚園の

嘱託員の任

免に関する

事務 

１ 幼稚園の嘱託員

の任免 

 

 

 

○       

２ 幼稚園の

教員の採用

試験に関す

る事務 

１ 実施の決定 ○      教育総務

課長 

 

２ 合格者の承認 ○      教育総務

課長 

 

 ３ 幼稚園の

職員の給与

に関する事

務 

１ 普通昇給の決定 ○        

２ 昇給延伸者及び

その期間の決定 

○        

３ 復職による昇給

調整の決定 

 ○       

４ 特別昇給基準の

決定 

○        

５ 特別昇給者の該

当者及び昇給額の

決定 

○        

６ 勤務成績に応じ

た勤勉手当支給額

の決定 

 ○       

７ 諸手当の認定    ○     

８ 法定控除、給与

の差押え等の給与

からの控除の決定 

   ○     

 ４ 幼稚園の

職員の服務

に関する事

務 

１ 職務に専念する

義務の免除 

        

⑴ 重要なもの  ○       

⑵ その他のもの    ○     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 職員団体の業務

に専従することの

許可 

 ○       

３ 営利企業等に従

事することの許可 

        

⑴ 課長相当職位 ○        

⑵ その他の職員  ○       

４ 幼稚園の職員の

特別休暇の承認 

        

⑴ 課長相当職位  ○       

⑵ その他の職員    ○     

５ 療養命令及びそ

の解除 

 ○       

６ 育児休業（部分

休業を含む。）の

承認 

 ○       

５ 職員団体

に関する事

務 

１ 交渉についての

決定（幼稚園の職

員に関する事項に 
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 限る。） 

⑴ 特に重要なも

の 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務

課長 

 

 ⑵ 重要なもの  ○     教育総務

課長 

 

 ⑶ 軽易なもの    ○     

６ 公務災害

補償に関す

る事務 

１ 幼稚園の非常勤

職員に対する補償

の決定及び変更 

 ○       

幼児政 

策課 

１ 幼稚園の

臨時職員の

任免に関す

る事務 

１ 幼稚園の臨時職

員の雇用、解雇及

び配置の決定 

   ○    人事課長 

保育幼 

稚園課 

１ 幼稚園に

関する事務 

１ 入退園の決定 

 

 

 

 

 

○ 

 

     

   附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

大津市教育委員会訓令第４号 

大津市教育委員会の事務局及び大津市教育委員会の所管に属する教育機関の職員の条件附採用期間評価に関す

る規程（平成22年教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

  平成28年３月31日 

                                 大津市教育委員会 

委員長  桶  谷    守 

 題名中「条件附採用期間評価」を「条件付採用期間評価」に改める。 

 本則中「条件附採用期間評価（」を「条件付採用期間評価（」に、「条件附採用期間中」を「条件付採用期間

中」に、「第40条第１項の規定による勤務成績の評定」を「第23条の２第１項の規定による人事評価」に、「大

津市職員の条件附採用期間評価に関する規程」を「大津市職員の条件付採用期間評価に関する規程」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 


